
���
����	
�abcde
f��� � � �
������	�������� !�"��
# $ %&&'�(&'&((&
	
�cde��)*+,-./0
# $ %&&'�(&'12%�
34 �(5��

�6789�:� 2;%<
=�6 > �?%%%<

４
月
以
降
、
障
が
い
者
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
へ
一
元
化
に
つ
い
て

「
障
害
者
が
生
活
上
の
支
援
を
受

け
て
共
同
生
活
す
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
と
ケ
ア
ホ
ー
ム
が
、
平
成
２６
年
４

月
か
ら
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
一
元
化

さ
れ
ま
す
。」

現
行
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
有
無

に
よ
り
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
ケ
ア

ホ
ー
ム
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
障
害

者
が
高
齢
化
・
重
度
化
し
て
も
、
現

在
入
居
し
て
い
る
施
設
で
個
々
の
状

況
に
合
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
障
が
い
の
軽

い
人
が
対
象
で
、
運
営
者
が
置
い
た

世
話
人
が
家
事
の
手
伝
い
、
生
活
上

の
相
談
に
乗
る
。
ケ
ア
ホ
ー
ム
は
、

障
が
い
が
重
く
日
常
生
活
に
介
護
が

必
要
な
人
が
入
居
し
ま
す
。
世
話
人

の
他
に
介
護
ス
タ
ッ
フ
の
生
活
支
援

員
が
お
り
、
食
事
・
入
浴
等
の
介
護

を
し
ま
す
。

新
体
制
は
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
が
廃
止

さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
一
元
化

さ
れ
ま
す
。

①

介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型

②

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

①
は
現
行
の
ケ
ア
ホ
ー
ム
と
同
様
、

運
営
者
は
世
話
人
と
生
活
支
援
員

を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
置
き
自
ら

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

②
の
場
合
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
外
部

の
居
宅
介
護
事
業
者
に
委
託
さ
れ

ま
す
。

現
行
の
ケ
ア
ホ
ー
ム
は
、
①
に
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
②
に
移
行
と
思

わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
１
人
暮
ら
し
を
希
望
す
る

障
が
い
者
の
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
拠
点
に
し
て
、
民
間
ア

パ
ー
ト
の
１
室
を
借
り
て
暮
ら
す

「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
住
居
」
が
創
設
さ

れ
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
ら
２０

分
以
内
に
移
動
で
き
る
距
離
に
設
置

し
、
グ
ル
ー
プ
の
世
話
人
が
定
期
的

に
巡
回
し
ま
す
。

障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

食
事
、
排
泄
の
介
助
、
外
出
時
の
介

護
な
ど
障
が
い
者
を
総
合
的
に
支
援

す
る
「
重
度
訪
問
介
護
」
が
あ
り
ま

す
。こ

れ
ま
で
は
、
重
度
の
身
体
障
が

い
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
４

月
か
ら
、
重
度
の
知
的
・
精
神
障
が

い
者
も
対
象
に
な
り
ま
す
。
常
に
介

護
が
必
要
で
、
行
動
障
害
が
あ
る
人

が
対
象
に
な
り
ま
す
。

発行人
一般社団法人
北海道身体障害者福祉協会

会長 赤 坂 勝
札幌市中央区北２条西７丁目（かでる２・７）
電 話 ０１１‐２５１‐１５５１
ＦＡＸ ０１１‐２５１‐０８５８
ホームページwww．hokusinkyo．or．jp
北海道障害者社会参加推進センター
電 話 ０１１‐２５１‐９３０２
毎 月 ２５日発行

会員購読料（年）９０円
（会費に含む）

非会員 同 ２，０００円

「
ご
協
力
を
！
」
町
内
会
の
回
覧
協
力
に
よ
る
日
身
連
収
益
事
業
は
、
あ
な
た
の
協
会
に
還
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
障
害
者
差
別
解
消

法
っ
て
な
ー
に
」
？
？

平
成
２６
年
２
月
１４
日
（
金
）
恵
庭

市
役
所
に
於
い
て
、
恵
庭
市
の
手
話

通
訳
者
の
サ
ー
ク
ル
と
要
約
筆
記
者

サ
ー
ク
ル
の
要
請
に
よ
り
、「
障
害

者
差
別
解
消
法
っ
て
な
ー
に
」
を
議

題
に
一
般
社
団
法
人
北
海
道
身
体
障

害
者
福
祉
協
会

泉

司

常
務
理

事
・
事
務
局
長
が
講
演
を
し
ま
し

た
。
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も

分
け
隔
て
な
く
差
別
を
解
消
し
て
、

お
互
い
に
尊
重
し
、
誰
も
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
実
現
を
目

的
と
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

第
一
部
に
続
い
て
、第
二
部
で
は
、

近
年
の
全
国
・
全
道
・
恵
庭
市
の
身

体
障
が
い
者
数
の
推
移
や
重
複
障
が

い
者
の
内
訳
等
の
説
明
が
あ
り
、
参

加
者
は
皆
さ
ん
、
熱
心
に
メ
モ
を

取
っ
て
お
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
市
町
村
の
所
管
部
署
担

当
者
や
議
会
常
任
委
員
会
の
方
々
に

も
参
加
頂
き
、
障
が
い
者
差
別
の
無

い
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
生
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

※
各
加
盟
団
体
に
於
か
れ
ま
し
て

は
、
各
種
研
修
事
業
等
を
開
催
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
各
会
員

に
周
知
す
る
な
ど
の
勉
強
会
等
に

要
請
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
の
都
合
を
調
整
し
て
伺
い

ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

メ
モ

差
別
解
消
法
に
つ
い
て

日
本
は
障
害
者
基
本
法
の
改
正
、

障
害
者
総
合
支
援
法
の
成
立
な
ど
、

制
度
改
革
が
行
わ
れ
、
障
害
者
虐
待

防
止
法
も
で
き
、
虐
待
防
止
の
取
組

み
も
進
ん
で
い
ま
す
。

障
害
者
以
外
の
分
野
で
は
、
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
が
あ
り
ま
す
。

千
葉
県
、
北
海
道
、
岩
手
県
、
熊

本
県
、
長
崎
県
、
さ
い
た
ま
市
、
八

王
子
市
で
は
、
す
で
に
障
が
い
者
の

権
利
に
関
す
る
条
例
が
で
き
て
お

り
、
障
が
い
を
理
由
に
し
た
差
別
を

禁
止
し
て
お
り
ま
す
。

２
０
１
２
年
９
月
に
内
閣
府
の
障

害
者
政
策
委
員
会
の
も
と
、
差
別
禁

止
部
会
意
見
が
ま
と
ま
り
、
２
０
１

３
年
６
月
、
国
会
で
障
害
者
差
別
解

消
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

（
昨
年
１２
月
４
日
に
日
本
で
も
障
害

者
権
利
条
約
の
批
准
が
参
議
院
で

承
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
。）

※
差
別
解
消
法
の

全
２６
の
本
則
の
条
文
と
付
則
の
条

文
が
あ
り
ま
す
。

○
障
害
を
理
由
に
差
別
的
取
扱
い
や

権
利
侵
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

○
社
会
的
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
の

合
理
的
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。

○
国
は
差
別
や
権
利
侵
害
の
防
止
を

啓
発
や
知
識
を
広
め
る
た
め
の
取

組
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

以
上
の
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

（
Ｊ
Ｄ
Ｆ
発
行
「
障
害
者
差
別
解
消

法
っ
て
な
ー
に
」
を
参
照
し
て
居

り
ま
す
。）
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「
半
身
麻
痺
の
移
動
が
楽
に
」

体
に
麻
痺
が
残
っ
た
場
合
、
で
き

る
だ
け
早
く
リ
ハ
ビ
リ
を
始
め
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

従
来
の
リ
ハ
ビ
リ
用
歩
行
器
は
体

を
囲
う
柵
の
よ
う
な
も
の
で
両
手
を

使
い
ま
す
。

そ
こ
で
片
手
操
作
の
歩
行
器
が
考

案
さ
れ
ま
し
た
。

子
供
が
乗
る
一
輪
車
の
よ
う
な
形

で
、
足
元
は
４
輪
に
な
っ
て
お
り
、

安
定
し
、
移
動
も
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

一
輪
車
の
サ
ド
ル
の
部
分
が
肘
置
き

で
肘
を
置
い
た
先
に
は
ブ
レ
ー
キ
が

つ
い
て
い
ま
す
。
麻
痺
の
無
い
側
に

歩
行
器
を
置
い
て
、
肘
を
置
い
て
体

を
預
け
る
と
姿
勢
が
安
定
し
、
ブ

レ
ー
キ
で
速
度
調
整
し
歩
き
ま
す
。

半
身
麻
痺
の
方
が
、
車
い
す
か
ら

杖
歩
行
に
移
行
す
る
時
に
、
片
手
で

操
作
す
る
歩
行
器
が
無
か
っ
た
こ
と

か
ら
作
ら
れ
ま
し
た
。

麻
痺
に
よ
っ
て
後
輪
の
左
右
組
み

換
え
が
で
き
、
肘
置
き
の
高
さ
と
全

体
の
高
さ
は
調
節
可
能
で
す
。

対
象
は
身
長
１
４
０
セ
ン
チ
〜

１
７
４
セ
ン
チ
で
体
重
は
１
０
０
キ

ロ
ま
で
で
す
。

使
用
に
あ
た
っ
て
は
理
学
療
法
士

や
リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
と
相
談
下
さ

い
。

問
合
せ
先

○
日
本
福
祉
用
具
供
給
協
会
道
支
部

電

話

０１１
（
６６３
）
０
７
３
２

○
受
付
時
間

平
日
の
午
前
９
時
〜

午
後
５
時

盲盲
ろろ
うう
者者
通通
訳訳
・・
介介
助助
員員
派派
遣遣

事事
業業
のの
利利
用用
登登
録録
申申
請請
にに
つつ
いい
てて

あ
な
た
の
ご
家
族
や
周
り
に
視
覚

と
聴
覚
に
重
複
し
て
障
が
い
の
あ
る

方
は
い
ま
せ
ん
か
。
北
海
道
身
体
障

害
者
福
祉
協
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な

方
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
移
動
等
の
支
援
を
行
う
「
盲
ろ
う

者
通
訳
・
介
助
員
派
遣
事
業
」
を
無

料
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

是
非
、
盲
ろ
う
者
の
方
や
ご
家
族

に
、
こ
の
事
業
を
紹
介
し
て
通
院
や

買
い
物
な
ど
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

お
伝
え
下
さ
い
。

な
お
、
事
前
に
利
用
登
録
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
登
録
手
続
き
等

は
、
左
記
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

一
般
社
団
法
人

北
海
道
身
体
障
害
者
福
祉
協
会

札
幌
市
中
央
区
北
２
条
西
７
丁
目

電

話

０１１
（
２５１
）
１
５
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ

０１１
（
２５１
）
０
８
５
８

「
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
ま
す
」

あ
な
た
の
自
立
と
社
会
参
加
の
お
手

伝
い
を
致
し
ま
す
。

一 般 社 団 法 人 日 本 義 肢 協 会 会 員

（平成２６年２月２５日）北 海 道 身 体 障 害 者 新 聞

講演する泉 司 常務理事

会場風景（参加の皆さん）

昭和３０年３月２４日�
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「
文
芸
に
投
稿
さ
れ
る
方
へ

編
集
部
か
ら
の
お
願
い
」

相相相
次次次
ぐぐぐ
障障障
害害害
者者者
ホホホ
ーーー
ムムム
反反反
対対対

ののの
背背背
景景景
ににに
つつつ
いいい
ててて

「
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
障
が
い
の

あ
る
人
が
地
域
社
会
で
暮
ら
す
ケ
ア

ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
設
置
に

反
対
運
動
が
起
き
、
計
画
断
念
と
な

る
ケ
ー
ス
が
全
国
で
起
き
て
い
ま
す
。」

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

の
下
、
施
設
で
暮
ら
す
障
が
い
者
に

地
域
の
ホ
ー
ム
に
移
っ
て
も
ら
う

「
地
域
生
活
移
行
」
が
進
む
一
方
、

な
ぜ
こ
う
し
た
事
態
に
な
る
の
か
。

東
京
都
内
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の

建
設
予
定
地
で
は
、
数
年
前
に
計
画

が
立
ち
上
が
っ
て
か
ら
、
一
部
の
住

民
が
反
対
運
動
を
続
け
て
い
る
。

こ
の
ホ
ー
ム
に
は
地
元
出
身
の
障

が
い
者
数
人
が
暮
ら
す
ホ
ー
ム
が
建

設
予
定
で
し
た
が
、予
定
地
周
辺
に
、

「
障
害
者
施
設
建
設
反
対
」
と
書
い

た
の
ぼ
り
旗
が
並
ん
で
い
る
。

説
明
会
で
は
反
対
住
民
か
ら
障
害

者
へ
の
不
安
や
嫌
悪
感
の
発
言
が
相

次
ぎ
、「
ギ
ャ
ー
の
よ
う
な
動
物
的

な
声
が
聞
こ
え
る
」「
女
性
の
後
を

つ
け
回
し
た
り
し
な
い
か
」「
地
価

な
ど
資
産
価
値
が
下
が
る
」
な
ど
、

今
、
全
国
各
地
で
反
対
運
動
が
起
き

て
い
る
現
状
で
す
。

こ
う
し
た
反
対
運
動
は
、
古
く
か

ら
の
住
宅
街
よ
り
新
興
住
宅
街
で
多

い
と
い
う
。
障
が
い
者
と
接
す
る
機

会
が
少
な
い
若
い
世
代
が
多
く
「
障

害
者
に
対
す
る
不
安
、
恐
怖
」
を
抱

い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
昨
年
６

月
、「
障
害
者
差
別
禁
止
法
」
が
成

立
し
、
国
や
自
治
体
は
、
差
別
に
よ

る
紛
争
を
解
決
し
、
解
決
の
た
め
に

体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
、
ホ
ー
ム

を
設
置
す
る
事
業
者
の
大
き
な
後
押

し
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

障
害
者
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
信
頼

す
べ
く
行
政
機
関
が
住
民
に
事
業
の

説
明
等
の
間
に
入
る
こ
と
で
住
民
が

安
心
で
き
反
対
運
動
を
沈
静
す
る
こ

と
も
十
分
期
待
で
き
ま
す
。「
障
害

者
差
別
禁
止
法
」
が
広
く
浸
透
し
て

い
く
こ
と
に
よ
り
社
会
に
於
け
る

様
々
な
問
題
が
解
決
に
向
か
っ
て
い

く
こ
と
を
期
待
を
致
し
ま
す
。

��
�
�
�
�
�
	


�

�

�

�
��

	
�
�

「
自
宅
で
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
て
生
活
し
て
い
る
障
が
い
者
が

６５
歳
に
な
っ
た
途
端
、
負
担
増
や
給

付
カ
ッ
ト
を
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が

相
次
い
で
い
る
。」

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
制
度
が
原
則
、

障
害
者
総
合
支
援
法
か
ら
介
護
保
険

に
切
り
替
る
た
め
で
、
利
用
者
へ
の

負
担
が
大
き
く
、
自
治
体
に
よ
っ
て

ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
不
公
平
感
を
招

い
て
お
り
、
自
治
体
に
対
し
て
、
訴

訟
を
起
こ
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

総
合
支
援
法
は
、
障
が
い
者
の
生

活
と
社
会
参
加
を
支
援
す
る
た
め
の

制
度
で
、
自
己
負
担
に
は
低
所
得
者

へ
の
配
慮
措
置
が
あ
り
、
利
用
者
の

９
割
が
無
料
。
費
用
は
自
己
負
担
分

を
除
き
全
額
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
る

為
、
自
治
体
の
財
政
力
に
よ
っ
て

サ
ー
ビ
ス
内
容
に
ば
ら
つ
き
が
大
き

い
。介

護
保
険
は
、
高
齢
に
な
っ
て
介

護
を
必
要
と
す
る
場
合
に
備
え
た
支

え
あ
い
の
仕
組
み
で
、
サ
ー
ビ
ス
費

の
原
則
１
割
が
自
己
負
担
と
な
り
、

費
用
は
保
険
料
と
税
金
で
半
分
ず
つ

賄
わ
れ
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
全
国
一

律
の
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

総
合
支
援
法
で
は
、
両
方
の
制
度

を
使
え
る
場
合
は
、「
介
護
保
険
優

先
」
と
規
定
。

日
本
の
社
会
福
祉
制
度
で
は
通

常
、
税
に
よ
る
福
祉
制
度
よ
り
、
保

険
料
の
支
払
が
条
件
と
な
る
保
険
制

度
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
６５

歳
以
降
は
原
則
と
し
て
介
護
保
険
が

適
用
と
な
り
ま
す
。

両
制
度
を
併
用
す
る
場
合
の
扱
い

も
自
治
体
で
異
な
り
、
６５
歳
で
介
護

時
間
が
減
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

総
合
支
援
法
の
前
身
の
旧
障
害
者

自
立
支
援
法
は
２
０
０
６
年
に
施

行
。
最
近
に
な
っ
て
介
護
保
険
の
優

先
適
用
を
巡
る
訴
訟
や
不
服
申
し
立

て
が
相
次
い
で
い
る
背
景
は
、「
高

齢
に
な
っ
て
も
、
介
護
を
受
け
な
が

ら
地
域
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
意
欲

の
あ
る
障
が
い
者
が
増
え
て
い

る
。」
と
思
わ
れ
ま
す
。

政
府
が
２
０
１
１
年
に
ま
と
め
た

障
害
者
制
度
改
革
の
提
言
で
は
、
自

治
体
間
の
格
差
縮
小
に
都
道
府
県
単

位
で
基
金
を
作
り
市
町
村
の
財
政
支

援
を
す
る
案
を
提
示
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
障
が
い
者
の
地
域
生
活
を

継
続
的
に
支
え
る
観
点
か
ら
、
介
護

保
険
優
先
ル
ー
ル
の
見
直
し
も
検
討

課
題
と
し
て
い
ま
す
。

年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
制
度
の
つ
な
ぎ
目
を
滑
ら
か
に
す

る
工
夫
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

理
療
教
育

利
用
者
募
集
中

（
入
校
生
募
集
）

「
函
館
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー
は
平
成

２６
年
度（
平
成
２６
年
４
月
利
用
開
始
）

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
・
は
り

師
・
き
ゅ
う
師
の
国
家
資
格
取
得
を

目
指
す
理
療
教
育
の
利
用
者
を
募

集
。」

※
利
用
可
能
な
方
（
次
の
①
と
②
の

両
方
を
満
た
す
方
）

①

視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
で
、

施
設
利
用
に
つ
い
て
市
区
町
村
か

ら
「
障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受

給
者
証
」
の
交
付
を
受
け
た
１８
歳

以
上
６５
歳
未
満
の
方

②
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
、
も
し
く
は
、
函
館
視
力
障
害

者
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
「
個
別

利
用
資
格
審
査
」
に
よ
っ
て
、
高

等
学
校
卒
業
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
。

※
利
用
期
間

３
年

※
そ
の
他

通
え
な
い
方
は
寮
（
施
設
入
所

支
援
）
が
あ
り
ま
す
。

・
食
事
（
実
費
負
担
）
・
個
室
・

無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
付
・
天
然
温
泉

※
締
切平

成
２６
年
２
月
末
を
予
定

問
合
せ
先

函
館
視
力
障
害
セ
ン
タ
ー

〒
０
４
２
―
０
９
３
２

函
館
市
湯
川
町
１
―
３５
―
２０
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一
、
投
稿
は
、
新
聞
発
行
月
の
前
月

末
迄
に
願
い
ま
す
。

二
、
作
品
に
は
、
短
歌
・
俳
句
・
川

柳
の
区
分
を
記
入
願
い
ま
す
。

三
、
一
般
読
者
が
読
み
に
く
い
漢
字

に
は
必
ず
ル
ビ
を
付
す
よ
う
に
願

い
ま
す

※
困
り
ご
と
、
悩
み
ご
と
は

「
障
が
い
者
一
一
〇
番
」
へ

「
札
幌
市
を
除
く
全
道
各
地
に

お
住
ま
い
の
障
が
い
者
及
び

そ
の
家
族
の
方
」

電

話

０１１
（
２５２
）
１
２
３
３

Ｆ
Ａ
Ｘ

０１１
（
２５２
）
１
２
３
５

●
札
幌
市
内
に
お
住
ま
い
の
方

は
「
札
幌
市
あ
ん
し
ん
相

談
」
に
連
絡
願
い
ま
す

電

話

０１１
（
６３３
）
１
３
１
３
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